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平成２４年９月教育委員会会議の要旨

委員長選挙

◆平成２４年１０月９日以降の教育委員会委員長を決める選挙が行われた。

【概要】

現委員長の任期が平成２４年１０月８日までとなっていることから、平成２４年

１０月９日以降の委員長の選挙が指名推薦により行われ、下記のとおり決定した。

記

（１）氏 名 村 上 智 真 （再任）
む ら か み ち しん

（２）任 期 平成２４年１０月９日から平成２５年１０月８日まで（１年間）

（３）備 考 平成２０年１０月１７日から委員長に就任し、今回の再任で５期目



議 案

議案第１号 『物品の買入れについての意見の申出について（報告承認）』

【概要】

１ 物品の概要

（１）名称

県立学校コンピュータ教室用機器 １式

（２）機器構成

コンピュータ教室用機器 デスクトップ型パソコン ６９２台

ファイルサーバ ３６台

（３）パソコンの主な仕様

コンピュータ教室用機器 ＣＰＵ 3.3GHz以上
メモリ 4GB以上
ハードディスク 250GB以上

（４）ソフトウェア

オペレーティングシステム（OS）、ビデオ編集ソフト、言語処理ソフト、
教育支援ソフト 等

２ 整備場所

県立コンピュータ教室用機器 １８校

周防大島高校、周防大島高校（福祉科）、岩国高校（坂上分校）、岩国高校（広瀬分校）、岩国商業高校

（東分校）、熊毛北高校、徳山高校（鹿野分校）、徳山北高校、南陽工業高校、防府西高校、防府商業高校、

西京高校、小野田高校、西市高校、長府高校、響高校、奈古高校、下関中等教育学校

３ 契約の方法

平成２４年８月１６日一般競争入札を行った結果、金１２５，８７４，０００円

（消費税及び地方消費税含む）をもって落札されたため、買入契約を行うもの。

４ 売払人の状況

（１）売 払 人 西日本電信電話株式会社山口支店

（２）事務所の所在地 山口市熊野町４番５号

５ 納期限

平成２４年１２月２８日

６ 入札参加業者

西日本電信電話株式会社山口支店

株式会社大塚商会広島支店

山口視聴覚機器株式会社



【 質 疑 】

○稲 野 委 員：物品の購入は、既に各県立学校にあるパソコン等の買替えか、それと

も新規購入か。

●教育政策課長：県立学校のコンピュータ教室用機器は、平成４年以降順次整備を行っ

ている。そのため、このたびの購入は、その更新の買替えとなる。

○岡 野 委 員：買替えにより、使用されなくなる機器の有効活用するのか。

●教育政策課長：各県立学校において、使用されなくなる機器を有効活用したい旨の意

向があれば、各学校の判断に任せている。処分については、各学校が

業者と契約を交わすようにしている。

議案第２号『山口県教育委員会表彰規則による表彰について（報告承認）』

【概要】

下関市立川中中学校長 原 耕作 に対して、教育長が臨時に代理して永年精勤
はら こうさく

として表彰したことを報告し、承認された。

議案第３号『山口県文化財保護審議会に対する諮問について』

【概要】

下記の文化財の県指定について、山口県文化財保護条例第４条第３項の規定に基づ

き、標記審議会に対して意見を問うもの。

記

１ 種 別 有形文化財（歴史資料）

２ 名 称 吉田松陰関係資料（松陰神社伝来）

３ 員 数 ３２２点（文書：３０５点、肖像画：１点、所用品等：１６点）

４ 所 在 地 萩市大字椿東１５３７番地 松陰神社宝物殿至誠館

５ 所 有 者 宗教法人松陰神社

６ 由来又は沿革 吉田松陰の没後、松陰の実家である杉家で小さな祠を建て松

陰を祀っていたところ、明治４０年（１９０７年）１０月、伊

藤博文らの尽力により、県社として松陰神社の創建が認可され

た。こうした中で、杉家を始めとする松陰の親族や松陰の門下

生から松陰に関係のある諸資料が寄贈され、現在に至る。



７ 概 要 幕末期の思想家であり、松下村塾を主宰し多くの人材を育て

た教育者としても著名な吉田松陰に関する資料のうち、松陰の

実家である杉家に伝来したものを中心に、松陰の行動や思想、

及び松陰が主宰した松下村塾の活動を知るうえで重要な資料で

ある。

８ 価 値 松陰の行動や思想を知る上で重要な資料であり、まとまって

残存しているものの一つ。松陰が主宰し、没後も継続した松下

村の活動を知ることのできる資料群。

９ そ の 他 資料の整理が進み、平成２１年、所蔵資料を展示する施設「松

陰神社宝物殿至誠館」が開館し、資料の適切な保存・管理と一

般への公開が可能となった。これらの成果の一端は、「松陰神社

所蔵宝物図録」（松陰神社 平成21年10月27日）、「資料で見る松

下村塾の変遷」（松陰神社 平成24年8月5日）で明らかとなる。

【 質 疑 】

○村上委員長：今日まで山口県文化財審議会への諮問が遅れたのは、なぜか。

●社会教育・文化財課長：門徒の方などのさまざまな意向があり、了承をいただくことが難しい

ところがあったが、所蔵する松陰神社宝物殿至誠館において、公開・

保存の体制が整い、このたび了承をいただくことができた。



報 告 事 項

◆「平成２５年度山口県立学校職員（実習助手）採用候補者選考試験の実施」について

報告された。

【概要】

１ 選考区分、志願区分、採用見込者数及び職務の概要

２ 受験資格

昭和４８年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた者

実習助手（農業・工業）については、別に資格要件が必要

３ 志願書類等の受付期間

平成２４年９月２０日（木）から１０月１６日（火）まで

４ 試験の期日・場所

平成２４年１１月４日（日）山口県セミナーパーク

５ 試験の内容

（１）実習助手（普通教科） 教養試験、小論文、面接、適正検査

（２）実習助手（農業・工業） 教養試験、専門教科試験、面接、適正検査

６ 採用候補者名簿登載予定者の発表等

（１）日時 平成２４年１２月１３日（木）午前９時

（２）内容 採用候補者名簿登載予定者の受験番号を掲載

（３）場所 県庁インフォメーションプラザ

山口県教育庁教職員課ホームページ



【 質 疑 】

○岡 野 委 員：理科教育の充実を図っているところであるが、実習助手（普通教科）

は、原則理科教科の補助を行うのか。また、県内で何人いるのか。

●教職員課長：理科教科の実験実施などを中心に補助するが、学校によっては家庭科

などの授業の補助も行っている。また、県内で普通教科の実習助手は、

約８０人、農業や工業の実習助手は、併せて２００人弱いる。

○稲 野 委 員：配置された学校ごとにより、補助する教科が異なるのか。

●教職員課長：理科教科の補助が中心となるが、学校の実情に応じて、家庭科などの

授業の補助も行う場合がある。



意見交換

◆『学力向上対策について』

【概要】





























【 主な意見 】

○清 水 委 員：児童生徒が小学校６年生の時と、中学校３年生の時の全国学力・学習

状況調査の結果から、中学校で、学力の向上が見られる。このことか

ら、中学校の取組の成果が表れていると思われるため、継続してほし

い。

○清 水 委 員：全国学力・学習状況調査の結果を本県と上位の県とを比較すると、本

県は正答率のピーク位置が、上位の県よりも低い。そのため、上位の

県の取組を参考にしつつ、本県の地域の実情を踏まえて取り組んでほ

しい。

○清 水 委 員：県一律の取組も重要であるが、学校や地域ごとの全国学力・学習状況

調査の結果の分析、評価を行い、学校や地域ごとに特色ある取組が必

要ではないか。

●義務教育課長：本調査実施当初、小学校では学力の全体の底上げを行うため、県全体

として、きめ細やかな指導を行うように取り組んできた。今後は、子

どもたちの学習の定着度により、個別の指導を行うことにも、一層取

り組んでいきたい。また、学校ごと、地域ごとの課題に関しては、今

後、検証委員会により取組の検証を進めていきたい。

○教 育 長：市町教育委員会、又は学校ごとによる取組の推進に差があると認識し

ている。そのため、全ての学校で一定水準以上の取組が進められるよ

うにしていきたい。

○清 水 委 員：取組の１つとして、ある教科のある項目については、県全体として力

を入れて取り組んでいくなど具体的な目標を建てることにより、取組

自体が進みやすいのではないか。

○教 育 長：県全体として、わかりやすい共通目標を設定することも検討する必要

があると思われる。

○稲 野 委 員：家庭学習の時間を増やすために、家庭での「やまぐち学習支援プログ

ラム」の利用を推進していくために、その周知の徹底が必要ではない

か。また、家庭や学校での利用率を把握するために、アンケートの実

施が有効ではないか。アンケートを実施することにより、プログラム

自体の周知にもなるのではないか。

●義務教育課長：「やまぐち学習支援プログラム」は、ＰＴＡ連合会のホームページや

ふれあい夢通信などにより周知を行っているが、利用率の把握はでき

ていない。今後、アンケートの実施やＰＴＡの会合等での聞き取りな

ど、利用状況を把握していきたい。

○教 育 長：学力向上の取組の家庭への周知徹底には努めているが、いかに家庭に

浸透させていくかが課題であると認識している。



○稲 野 委 員：学力向上に対する直接的な取組も重要であるが、子供たちが落ち着い

た環境で学習できる環境づくりも重要ではないか。

●義務教育課長：落ち着いた学習環境づくりについては、関係課と連携し、進めていき

たい。

○稲 野 委 員：学力向上には、体力の向上も必要ではないか。「知・徳・体」のよう

にバランスのある子どもを育むような取組を進めてほしい。

○岡 野 委 員：学力向上の前に、子どもたちへの食育の推進も重要であるため、学力

向上と食育とが連携した取組も検討してほしい。

●義務教育課長：子どもたちの体力向上や食育の推進について、学校ごとの個別の課題

に応じて、関係課及び関係市町と連携して行っていきたい。

○岡 野 委 員：理数科目は、いったん理解が止まってしまうと、その学力の向上が困

難になると思われるため、基礎・基本の繰り返し学習の取組について

も考慮してほしい。


